
伊予市公告第１９号 

 

一般競争入札（条件付き一般競争入札）を次のとおり行うので、伊予市財務会計規則（平成

１７年伊予市規則第４８号）第２４４条の規定に基づき公告する。 

 

令和６年４月２３日 

 

伊予市長  武 智  典 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

電子カルテシステム（賃貸借） 

(2) 納入場所 

別添仕様書のとおり 

(3) 調達物品の規格、品質、性能等 

別添仕様書のとおり 

 (4) 物品調達の条件等 

   別添仕様書のとおり 

(5) 賃貸借期間 

   令和６年７月１日から令和１１年６月３０日まで 

    

２  入札に参加する者に必要な資格等 

ア 物品関係入札参加者として、伊予市競争入札参加者資格審査等に関する要綱（平成

２４年伊予市告示第１３０号。以下「審査要綱」という。）第３条の規定する有資格

者名簿（物品＞賃貸借）に登録がされている者、又は、国若しくは愛媛県に同様の登

録がされている者。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと（会社更生法の規定による更生計画認可、又は民事再生法の規定によ

る再生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

エ 公告の日から開札の日までの期間に、伊予市建設工事等指名停止及び指名回避措置

要綱（平成１７年伊予市訓令第７９号）または伊予市建設工事低価格入札者排除措置

要綱（平成２２年伊予市訓令第２０号）に基づいて市長が行う指名停止及び指名回避

または排除措置の期間中にない者であること。 

オ 伊予市暴力団排除条例（平成２３年伊予市条例第３０号）第２条第１号から第３号

の規定に該当しない者であること。 

 
３ 入札参加の申込方法 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札公告に示す期間内に、条件付き一般

競争入札参加申請書（別紙１。以下「申請書」という。）を市長に提出すること。ま

た、以下の書類を添付すること。 

(ｱ) 有資格者名簿への登録について、国又は愛媛県への登録者で申請をする者は、

そのことが確認できる書類（入札参加資格審査結果通知書等） 

イ 入札公告に示す入札参加申込期限以降は、原則として申請書の提出は認めない。 



   ウ 有資格者名簿への登録について、国又は愛媛県への登録者で申請をする者の入札参

加資格の有無については、令和６年５月１３日（月）までに一般競争入札参加資格確

認通知書を発送（郵送）することにより通知する。 

   

４ 入札参加申請書の受付及び設計図書等の閲覧等に関する事項 

(1) 入札参加申請書の受付等 

ア  受付期間 

令和６年４月２３日（火）から５月１０日（金）までの執務時間中 

イ  受付場所 

伊予市総務部財政課（監理担当） 

〒７９９－３１９３ 

伊予市米湊８２０番地 

電話番号  （０８９）９０９－６３８４ 

※持参又は郵送で提出すること。郵送で提出する場合は、事前にその旨を財政課

監理担当に伝えること。電送による書面は受け付けない。 

(2) 入札説明書の交付等 

ア  交付期間 

令和６年４月２３日（火）から５月９日（木）まで 

イ  交付場所 

  伊予市ホームページに掲載する。 

ウ  設計書、図面及び仕様書、入札参加に必要な様式等については、令和６年４月２３

日（火）から伊予市ホームページに掲載する。 

エ  設計書等について質問がある場合は、質疑応答書（別紙２）を次により提出するこ

と。 

(ｱ) 提出期間 

令和６年４月２３日（火）から５月７日（火）までの執務時間中 

(ｲ) 提出場所 

(1)イに掲げる場所 

   ※電子メールで提出する場合は、財政課監理担当に送信先を確認すること。 

オ  エの質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

(ｱ) 閲覧期間 

令和６年４月２３日（火）から５月１６日（木）まで 

(ｲ) 閲覧場所 

(1)伊予市ホームページに掲載する。 

 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

(1) 入札及び開札の日時 

令和６年５月１７日（金）  午後１時３０分 

(2) 入札及び開札の場所 

伊予市米湊８２０番地 

伊予市役所 ４階 大会議室 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

  入札保証金及び契約保証金は免除する。 

 

７ 入札方法 



(1) 入札書の提出方法 

持参又は郵送で提出すること。 

郵送による場合は、別添「郵送による入札について」による。 

(2) 入札方法 

 ア  入札執行回数は２回とする。２回で落札しない場合は、２回を限度として見積に移行

する場合もあるので準備しておくこと。 

イ 入札金額は、次のとおりとする。 

電子カルテシステム賃貸借料（税抜）×1/60 月 

※賃借料単価の算定上、小数点以下に端数が生じる場合はこれを切り捨てる。 

ウ  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

８ 入札の無効に関する事項 

入札参加資格を有しない者及び入札参加申請において虚偽の申請を行った者の提出した入

札書並びに入札心得及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は、無効とする。 

 

９ 入札参加資格確認審査および落札者の決定に関する事項 

(1) 落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札者とすることがある。 

(2) 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明及び不服申立 

ア 入札参加資格が認められなかった者は、市長に対してその理由の説明を求めることが

できる。 

イ  アの説明を求める場合には、その旨を記載した書面を、入札参加資格を認めない理由

の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内の執務時間中に、４(1)イに掲げる場所

に持参して提出すること。郵送又は電送による書面は、受け付けない。 

ウ  イの書面を提出した者に対する回答は、申立てを受けた日の翌日から起算して１０日

以内に書面により行う。ただし、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があ

るときは、回答期間を延長できるものとする。 

エ ウによる入札参加資格を認めない理由の通知を受けた者は、伊予市建設工事等不服申

立処理要綱（平成２６年伊予市告示第２６号）の規定により、理由を通知した日の翌日

から起算して７日以内に、市長に対して不服の申立てができる。 

 

１０ その他 

(1) 契約書作成の要否 

要 

※免税事業者の場合には、落札決定後、落札者は直ちに「免税事業者届出書」を提出

すること。 

(2) 契約の成立 

落札者の決定後、契約の締結までの間において、当該落札者が２に掲げる要件のいずれ

かを満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 



(3) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

伊予市総務部財政課（監理担当） 

〒７９９－３１９３ 

伊予市米湊８２０番地 

電話番号  （０８９）９０９－６３８４ 

(4) その他 

詳細は、入札説明書による。 


